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研究成果の概要（和文）： 

 経済活動のグローバル化に伴い、消費税制の国際的側面に対する関心が高まっていること

に対応して、本研究においては、今後の日本の消費税のあり方を考えるために、既に高い税

率を維持している諸外国の付加価値税制の特徴を日本の消費税と比較した。その結果、日本

の現行システムには、今後の高税率化にうまく対応できない要素がある可能性があり、イン

ボイスのあり方や情報技術面を含め、諸外国の制度から参考として学ぶべきことがなお多く

残っていることを明らかにした。加えて、世界でも特色のある日本の消費税の仕組みを対外

的に説明すべく発信した。具体的な研究成果は、日本の消費税と社会保障の関係に関する論

文（邦文）、諸外国（ＥＵ・ニュージーランド・韓国）の特色ある制度の分析を行った論文

（邦文）、及び日本の消費税制に関する英文資料等として取りまとめ、公表した。 

 

研究成果の概要（英文）： 
   With the globalization of the economy, international aspects of consumption 
taxation have attracted more attention in recent years.  International comparison with 
other systems became particularly important for the Japanese Consumption Tax system 
because it is a unique system and raising tax rate in coming years might uncover defects 
of the current system, which have not been recognized explicitly owing to the low level 
of the tax rate. 
   In this research project, some aspects of VAT/GST systems in the EU, New Zealand, 
and Korea were compared with the Japanese Consumption Tax system, and it was made clear 
that the current Japanese system without invoice needs reassessment.  Adapting the 
system to IT environment is another challenge.  In addition, materials explaining the 
details of the Japanese system in English were produced. 
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１．研究開始当初の背景 

経済活動のグローバル化が進展していく
中で、国際課税問題の重要性が増しつつあっ
たが、国際課税の研究の中心は伝統的には国
際所得課税であり、消費課税の国際的側面に
関する研究は必ずしも十分には行われてき
ていなかった。そもそも各国間の消費税制の
違いは、所得税制の違いよりも大きく、制度
の国際比較自体についてもより本格的に進
めていく必要があった。 
 
政策的観点からは、日本の消費税は、潜在

的な問題点があるものの、その税率が低く抑
えられてきたこともあって、問題点が顕在化
せず、結果的には、これまで概ねうまく機能
してきたと評価される。しかし、今後、消費
税率の引上げが予定されていることもあり、
日本の消費税を他国の消費税制と比較しつ
つ、基本的な観点からその性格を検討してい
くことが必要と考えられた。 

 
他方、日本の消費税は、税額別記のインボ

イスを用いないという大きな特色がある。税
額別記のインボイスなしに、それなりに支障
なく運営されている消費税の仕組みには、問
題点だけでなく、他国の消費税制にはないメ
リットや強みもあるのかもしれない。した
がって、日本の消費税の特色を対外的に発信
していくことも重要ではないかと考えられ
た。 
 
なお、その後、２０１２年８月に「税制抜

本改革法案」が成立し、消費税率は２０１４
年４月に８％、２０１５年１０月には１０％
に引き上げられる予定となった。この税率引
上げがスケジュール通りおこなわれること
を前提とすれば、「低税率の間は顕在化しな
くても、税率が高くなれば対応しなければな
らない問題」への対応が急務になっている。
その場合、すでに高率の課税を行っている諸
外国の制度の問題点や対応の仕方を調査し、
その成果を日本の消費税制の文脈で考察す
ることによって、今後の消費税に必要な検討
項目・改正項目を具体的に研究しておくこと
の意義は一層大きくなった。 

 
 

２．研究の目的 
日本の消費税を他国の消費税制（ＶＡＴ/

ＧＳＴ、付加価値税/物品・サービス税）と
基本的な視点から比較することによって、日
本の消費税の特色と問題点を検討すること
を目的とする。その際、日本の消費税の仕組
みには、伝統的な EU 型付加価値税とも、消
費税制としての性格を純化させたニュー
ジーランドのＧＳＴとも大きな違いがある

ことを認識した上で、ＥＵ型付加価値税や
ニュージーランドＧＳＴの基本的な性格を
考察することが必要になる。また、実際的な
観点からは、我が国との経済関係の深いアジ
アの国々の消費税制にも目配りをすること
も必要になる。 
 
本研究プロジェクトにおいては、特にＥＵ

の付加価値税とニュージーランドのＧＳＴ
に焦点を当てて、検討することになった。こ
の理由は以下の通りである。まず、ＥＵの付
加価値税は最も長い歴史のある付加価値税
であり、他の地域にも大きな影響を与えてき
ている。また、ＥＵの経済統合の進展に応じ
て、各国の付加価値税制の調和が進められて
いることも、現在のグローバル化への対応と
の関連でＥＵ域外の国にとっても興味深い。
しかし、ＥＵの付加価値税は、古い売上税の
影響を今なお引きずっている面もあり、例え
ば、複数税率の存在等、他国にとっては反面
教師となっている面もある。 

 
他方、ニュージーランドのＧＳＴについて

は、１９８０年代半ばに導入された比較的新
しい仕組みではあるが、理論的によく検討さ
れたものであって、広い課税ベースと単一税
率を保った、純粋な消費税として各国の模範
とっている面がある。今後の日本の消費税の
あり方を考える上で、参考となる面も多いが、
そのためには、実情を詳細に調べ、一見「理
想的」な仕組みについても生じている具体的
問題について、どのような対応が行われてい
るのかを正確に考察する必要がある。 

 
このように、ＥＵとニュージーランドとい

う二つの重要な海外制度を単独に調べるこ
ともそれ自体重要であるが、さらに、その両
者を比較検討し、日本の仕組みとの違いを
違った方向から比較することで、より深い考
察が可能になるであろう。 

 
加えて、日本の消費税の仕組みを近隣のア

ジア諸国と比較することも必要であろう。こ
の場合、中国の増値税はもちろん重要である
が、日本の消費税との違いが大きすぎるので、
当面は、韓国の付加価値税との比較から始め
るのが適切であろうと考えられた。 
 
このような観点から、諸外国の消費税制に

ついて、資料・文献をもとにした調査だけで
なく、現地調査による情報交換も行い、その
成果を論文にまとめるとともに、日本の消費
税の特色を考え、かつ、その特色を対外的に
発信するために、英文による執筆を行うこと
までを当初の目的に含めていた。 

 

 



 

 
３．研究の方法 
上述の目的に沿って、諸外国（特に、ＥＵ・

ニュージーランド・韓国）の資料・文献調査
を行うとともに、研究期間中に、フランス・
ニュージーランド・韓国・オランダに出張し、
現地の研究者・実務家との意見・情報交換を
行った。具体的には、フランスにおいては、
ＩＦＡ(International Fiscal Association)
総会に出席し、ニュージーランド・韓国では
現地の大学や会計事務所を訪問し、オランダ
で は Ｉ Ｂ ＦＤ (International Bureau of 
Fiscal Documentation)事務局において付加
価値税の専門家との会合を含め、調査活動を
行った。また、研究の成果を英文でも公表で
きる機会を確保することについても留意し
つつ、研究活動を進めた。 

 
 

４．研究成果 
日本の消費税に関しては、その基本的な性

質の検討を財政学的観点から行った論文を
取りまとめた。特に、消費税が引き上げられ
た場合の所得分配に及ぼす影響を緩和する
ための財政措置や社会保障との関連に焦点
を当てて、検討を行い、「社会保障財源とし
ての消費税」という位置付けは、誤りではな
いものの、消費税引き上げによって将来の社
会保障財源が十分捻出できるかの誤解を招
くと言う意味で不正確であることを明らか
にした（雑誌論文④および⑨）。また、その
際、伝統的な経済学・法律学の観点だけでな
く、情報の観点を重視したアプローチもとる
ことにより、税収と移転支出をより一体的に
とらえることができることを示した。（雑誌
論文⑦および⑧）。 
 
諸外国の消費税制との比較については、ま

ず、ニュージーランドのＧＳＴについて、財
政全般の観点からその導入と引上げの経緯
を検討し、課税ベースが極めて広い税制の導
入が可能となった条件を示した（雑誌論文
⑥）。また、ニュージーランドＧＳＴの特徴
である B to B 取引へのゼロ税率設定に関し
て、理論的な観点から検討し、消費型付加価
値税と小売売上税の差異は、取引情報の処理
方法の差であることを明らかにした（雑誌論
文⑤）。韓国の付加価値税に関しては、イン
ボイス、特に最近導入された電子インボイス
の機能に焦点を当てた研究成果を取りまと
めるとともに、導入当初は納税者から抵抗が
ある仕組みもそれが定着するとビジネスコ
ストをむしろ引き下げることができる場合
があることを示した（雑誌論文②）。さらに、
ＥＵのＶＡＴに関しては、その抜本的な見直
しに関する近年の動向をレビューするとと
もに（雑誌論文③）、電子インボイスの導入

をめぐる最近の動きについて詳細に検討し、
ＥＵ域内での各国の規制の調和が鍵となっ
ていることを明らかにした（雑誌論文①）。 
 
日本の消費税の特色に関する英文による

対外発信については、まず不動産取引に関す
る論文を国際比較の本に掲載した（図書②）。
また、ＩＢＦＤの提供する世界各国の付加価
値税制に関するデータベースである VAT 
Worldwide の日本部分を執筆し、２０１３年
２月に公表された。これは、日本の消費税の
詳細に関する、初めての英文による解説であ
ると考えられる。この解説は、実務的観点か
ら書かれた資料ではあるが、日本の消費税の
仕組みを対外的に発信するための成果とし
ても意味のあるものとなった。 
 
以上のように、本研究プロジェクトにおい

ては、今後の日本の消費税のあり方を考える
場合に必要になる諸外国の仕組みとの比較
を中心に、多くの成果を出せた。しかし、こ
れまでに行った比較研究は、全体的なもので
あって、個別の問題に関する詳細な検討には
至っていない。今後は、これまでの研究成果
を踏まえつつ、特に、各国の付加価値税制が
国際取引に対してどのように適用され、それ
がそのような問題や課題を生んでいるのか
に焦点を当てつつ、より深度のある比較研究
を進めていきたいと考えている。 
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